
 

（ 電 子 文 書 ）  

中 国 自 一 第 ７ １ 号 

中 国 自 監 第 ３ ６ 号 

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日 

 

公益社団法人 広島県バス協会会長 殿 

 

 

中国運輸局自動車交通部長 

 

 

 

「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について」の一部 

改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり自動車局安全政策課長及び自動車局旅客課長から通達

があったので、了知されるとともに、傘下会員に対して周知を図られたい。 

 

 



 

（ 電 子 文 書 ）  

中 国 自 一 第 ７ １ 号 

中 国 自 監 第 ３ ６ 号 

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日 

 

一般社団法人 鳥取県バス協会会長 殿 

 

 

中国運輸局自動車交通部長 

 

 

 

「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について」の一部 

改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり自動車局安全政策課長及び自動車局旅客課長から通達

があったので、了知されるとともに、傘下会員に対して周知を図られたい。 

 

 



 

（ 電 子 文 書 ）  

中 国 自 一 第 ７ １ 号 

中 国 自 監 第 ３ ６ 号 

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日 

 

一般社団法人 島根県旅客自動車協会会長 殿 

 

 

中国運輸局自動車交通部長 

 

 

 

「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について」の一部 

改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり自動車局安全政策課長及び自動車局旅客課長から通達

があったので、了知されるとともに、傘下会員に対して周知を図られたい。 

 

 



 

（ 電 子 文 書 ）  

中 国 自 一 第 ７ １ 号 

中 国 自 監 第 ３ ６ 号 

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日 

 

公益社団法人 岡山県バス協会会長 殿 

 

 

中国運輸局自動車交通部長 

 

 

 

「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について」の一部 

改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり自動車局安全政策課長及び自動車局旅客課長から通達

があったので、了知されるとともに、傘下会員に対して周知を図られたい。 

 

 



 

（ 電 子 文 書 ）  

中 国 自 一 第 ７ １ 号 

中 国 自 監 第 ３ ６ 号 

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日 

 

公益社団法人 山口県バス協会会長 殿 

 

 

中国運輸局自動車交通部長 

 

 

 

「一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について」の一部 

改正について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり自動車局安全政策課長及び自動車局旅客課長から通達

があったので、了知されるとともに、傘下会員に対して周知を図られたい。 

 

 


